
平
成
十
九
年
二
月
七
日
提
出

質

問

第

四

二

号

米
軍
人
・
軍
属
並
び
に
そ
の
家
族
ら
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
支
払
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳

42



米
軍
人
・
軍
属
並
び
に
そ
の
家
族
ら
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
支
払
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
が
、
先
に
平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日
付
で
「
日
本
放
送
協
会
の
受
信
料
不
払
い
問
題
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
以

下
、
質
問
主
意
書
と
い
う
）
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
同
年
二
月
二
日
付
で
、
内
閣
よ
り
答
弁
書
を
受
領
し
た
。
私
の
前
記
質
問

主
意
書
は
、
主
と
し
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
沖
縄
放
送
局
の
受
信
料
収
納
率
、
受
信
料
の
時
効
、
及
び
在
沖
米
軍
基
地
と
の
関
連
で
、
受

信
料
の
助
成
措
置
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
政
府
は
、
今
国
会
に
放
送
法
改
正
案
を
提
出
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
支
払
い
義
務
化
を
盛
り
込
む
方
針
の
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
受
信
料
を
集
め
る
目
的
で
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
用
す
る
と
い
う
動
き
も
あ
る
や
に
聞
い
て

い
る
。
平
成
十
九
年
二
月
五
日
付
、
朝
日
新
聞
の
社
説
は
「
住
基
ネ
ッ
ト
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
す
と
し
て
住
民
訴
訟
が
各
地

で
起
き
て
い
る
し
、
も
と
も
と
政
府
と
自
治
体
の
利
用
し
か
想
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
枠
を
真
っ
先
に
破
れ
ば
、
い
よ
い
よ
政

府
機
関
に
近
い
性
格
を
強
め
る
」
「
（
受
信
料
徴
収
率
が
）
七
割
に
落
ち
た
か
ら
と
い
っ
て
、
政
府
に
頼
ろ
う
と
い
う
の
で

は
、
自
立
し
た
報
道
機
関
と
は
い
え
ま
い
」
と
批
判
し
、
「
支
払
い
義
務
化
を
急
ぐ
な
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
受
信
料
の
公
平
負
担
確
保
に
必
要
な
、
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
受
信
料
の
公
平
負
担
確
保
に
必
要
な
努
力
を
尽
く
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
私
が
疑
問
に
思
う
点

一



を
、
具
体
的
に
問
い
質
し
た
い
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

私
の
前
記
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
に
よ
る
と
、
総
務
大
臣
は
、
平
成
十
六
年
度
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
業
務
報
告
書
に
対
し
て

「
協
会
は
、
受
信
料
の
公
平
負
担
等
の
観
点
か
ら
、
受
信
料
制
度
の
意
義
等
に
対
す
る
国
民
視
聴
者
の
理
解
を
得
る
努
力
の

み
な
ら
ず
、
法
的
手
続
も
含
め
、
未
契
約
世
帯
等
の
解
消
に
つ
い
て
、
抜
本
的
な
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
意
見

を
付
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
政
府
に
訊
ね
た
い
。
沖
縄
を
含
む
在
日
米
軍
の
軍
人
・
軍
属
及
び
そ
の
家
族
、
並
び
に

米
軍
基
地
内
の
Ｐ
Ｘ
（
売
店
）
等
の
事
業
所
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
放
送
受
信
契
約
を
締
結
の
上
、
放
送
受
信
料
を
支
払
う
義
務
が

あ
る
の
か
。
政
府
の
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

二

政
府
は
、
沖
縄
に
駐
留
す
る
在
日
米
軍
の
軍
人
・
軍
属
並
び
に
そ
の
家
族
ら
の
数
、
受
信
料
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
の

数
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、
米
軍
人
・
軍
属
並
び
に
そ
の
家
族
ら
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
沖
縄
放
送
局
の
受
信
料
収
納
率
に
つ
い

て
、
最
近
十
年
以
内
分
を
示
さ
れ
た
い
。

三

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
米
軍
基
地
内
、
及
び
基
地
外
に
居
住
す
る
米
軍
人
・
軍
属
並
び
に
そ
の
家
族
ら
に
対
し
て
、
如
何
な
る
受
信

料
徴
収
手
続
、
支
払
い
催
促
措
置
を
講
じ
て
い
る
の
か
。
政
府
に
対
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
の
報
告
と
、
政
府
に
よ
る
実
情
把
握

二



の
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
在
日
米
軍
が
駐
留
す
る
沖
縄
以
外
の
他
府
県
、
例
え
ば
神
奈
川
県
、
東
京
都
、
長
崎
県
、
青
森
県
等
に
お
い

て
、
米
軍
人
・
軍
属
並
び
に
そ
の
家
族
ら
の
受
信
料
収
納
率
、
受
信
契
約
締
結
の
有
無
等
に
つ
い
て
、
政
府
に
対
し
、
ど
の

よ
う
な
業
務
報
告
書
を
提
出
し
、
政
府
は
如
何
な
る
実
情
把
握
を
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

防
衛
施
設
庁
に
お
い
て
は
、
防
衛
施
設
周
辺
放
送
受
信
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
（
平
成
十
八
年
防
衛
施
設
庁
訓
令
第
十
一

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
上
系
に
よ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
受
信
料
の
半
額
を
助
成
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
沖
縄
県

に
お
い
て
は
、
嘉
手
納
飛
行
場
、
伊
江
島
補
助
飛
行
場
、
及
び
出
砂
島
射
爆
撃
場
の
周
辺
地
域
の
放
送
受
信
契
約
者
に
助
成

し
て
い
る
。
防
衛
施
設
庁
は
、
助
成
措
置
の
理
由
と
し
て
「
タ
ー
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
発
動
機
を
有
す
る
航
空
機
の
離
着
陸
等
に
よ

り
生
ず
る
騒
音
の
影
響
」
を
挙
げ
て
い
る
。
で
は
、
何
故
、
騒
音
の
激
し
い
普
天
間
飛
行
場
が
、
そ
の
対
象
に
な
っ
て
い
な

い
の
か
。
普
天
間
飛
行
場
に
は
、
平
成
十
七
年
に
Ｆ
�
�
戦
闘
機
等
が
十
四
機
、
平
成
十
九
年
一
月
六
日
に
も
、
Ｆ
Ａ
�
�

機
が
飛
来
し
て
い
る
。
米
軍
の
使
用
実
態
か
ら
し
て
、
普
天
間
飛
行
場
は
、
単
に
「
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
飛
行
場
」
で
は
な
い
。

防
衛
施
設
庁
は
、
昭
和
五
十
七
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
引
き
継
い
だ
助
成
措
置
制
度
の
対
象
施
設
・
区
域
を
早
急
に
見
直
し
、
普

天
間
飛
行
場
を
当
該
助
成
措
置
の
対
象
施
設
に
指
定
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ

三



れ
た
い
。

六

政
府
が
、
防
衛
施
設
周
辺
放
送
受
信
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
規
定
に
基
づ
き
、
助
成
対
象
と
し
て
い
る
嘉
手
納
飛
行

場
、
伊
江
島
補
助
飛
行
場
、
及
び
出
砂
島
射
爆
撃
場
の
各
当
該
区
域
に
お
い
て
、
現
に
助
成
措
置
を
講
じ
て
い
る
世
帯
数
、

並
び
に
各
当
該
区
域
に
お
け
る
助
成
金
額
を
示
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
助
成
措
置
対
象
区
域
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
啓
蒙

宣
伝
、
手
続
方
法
の
周
知
を
な
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


